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中古住宅市場における両手仲介と手数料率設定
―不動産仲介業者アンケート調査をもとにして―

白川 慧一
大越 利之

背景と目的

物件囲い込みの問題

白書や各紙新聞報道等でも知られているように、

我が国では中古住宅の普及が大きな課題となって

いる。国土交通省の住宅着工統計によると、既存

住宅流通シェアは直近 年近くに渡って ％程

度で推移している。

中古住宅市場の活性化における障害の一つとな

っているのが「物件囲い込み」である。物件囲い

込みとは、売主と媒介契約を結んでいる仲介業者

が、他社から物件紹介があっても「すでに他の客

と交渉中」などと偽って物件を渡さず、売り手と

買い手の双方の仲介を一手に担う、いわゆる「両

手仲介」を狙うことである 。住宅新報の調査によ

ると、 年の住宅流通大手 社の売買仲介手

数料率の平均は、片手仲介の上限である ％＋

万円 を超えた ％である 。

もっとも、両手仲介それ自体は法律上禁止され

た商取引ではない。しかしながら、売り手に両手

仲介を行うことが伝えられないために、仲介業者

                                                      
宅地建物取引業法は、不動産の媒介契約を結んだ時に

は指定流通機構（レインズ）に登録しなければならない

と定めるとともに、契約の相手方に対し、故意に情報を

隠したり独占することを禁じている。

宅地建物取引業法に基づき定められた売買仲介手数

料の上限は、取引額 万円以下で ％、 万円以下

で ％、 万超で ％（いずれも税抜）であり、

万円以下の上乗せ分を合計すると 万円となる。

三井不動産「不動産関連統計集 」（ 発行）

より土地総研にて集計。

との間に業者の行動について「情報の非対称性」

が生じ、売り手に不利な取引が行われる恐れがあ

る。事実、 で後述するように、米国では多くの

州で、両手仲介 を行う際には依頼人

（売り手、買い手）に伝えることが法律で義務づ

けられている。

 
中古住宅流通市場における情報の非対称性

中古住宅流通市場における情報の非対称性がも

たらす問題には大きく分けて、「隠された情報がも

たらす問題」と、「隠された行動がもたらす問題」

の つが存在する。

隠された情報がもたらす問題

不動産売買取引において、売り手は買い手より

も、より多くの物件情報を有する。売り手は、物

件の状態に限らず、過去に物件が売買された際の

取引履歴についても、より多くの知識を有してい

る。一方、物件情報を有しない買い手は、質の悪

い物件を購入してしまうリスクを負うため、物件

に対する支払許容額が低下する。その結果、売り

手は中古物件に投資しても市場で評価されないこ

とから、逆選択が生じ、悪質の物件ばかりが取引

されるようになることで、市場のレモン化 、中古

住宅の供給品質の低下、中古住宅流通市場の減退

へと至る。

隠された情報が原因で逆選択が生じやすい不動

                                                      
不動産市場における同様の問題を指摘するものとし

て、山崎 、高橋 、中川 など。

研究ノート
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研究ノート

産市場では、売り手と買い手の相対による直接取

引を行うよりも、類似の不動産売買に関する経験

と知識を有する、専業従事の不動産仲介業者を間

に挟むことが有効である。買い手は、仲介業者を

経由することで物件情報や過去の取引履歴を補完

し、売り手とより有利に交渉出来るようになる。

仲介業者の存在は、逆選択を回避し、市場のレモ

ン化の防止に寄与する。

隠された行動がもたらす問題

隠された情報がもたらす逆選択の問題は、売り

手あるいは売り手側の仲介業者の意図に関わらず

生じる。これに対し、仲介業者があえて売り手あ

るいは買い手を隠す行動に出ることにより生じる

モラルハザードの問題は、仲介業者が意図的に引

き起こすものである。

仲介業者は、買い手に対して、どのような買い

手の希望に見合った物件の売り手が市場にいるか、

あるいは売り手に対して、どのような価格で購入

してくれる買い手が市場にいるか、といった情報

を十分に伝えないことで、両手仲介を行い、自ら

が仲介する特定の売り手と買い手に取引させるよ

う強いることが出来る。これが「物件囲い込み」

である。両手仲介を行うことが出来れば、一度の

取引によって売り手と買い手の双方から上限 ％

＋ 万円ずつの手数料を得ることが出来ることか

ら、仲介業者には両手仲介を積極的に行うインセ

ンティブが生じる。

不動産仲介が促進されることで、売り手と買い

手の間の情報の非対称性が緩和されることは、双

方にとってメリットがある。とりわけ両手仲介を

行う場合には、 らが指摘す

るように、取引が迅速化・効率化出来る 。ところ

が、両手仲介が可能で、かつ仲介業者が意図的に

                                                      
は、両手仲介のメリットとし

て、 情報、取引の効率性、 仲介業者の取扱物件の

拡大を挙げ、反対に、デメリットとして、 売り手に

は、最大支払意思額での取引よりも、自らの買い手の顧

客に誘導するインセンティブがある、 顧客に対する

選択的な情報提供、 売り手・買い手双方への圧力を

挙げる。これらのデメリットは、いずれも物件囲い込み

を引き起こす原因となり得るものである。 

売り手、買い手を隠すことが可能なとき、物件囲

い込みが行われるというデメリットがある。不動

産仲介の促進によるメリットは、このデメリット

によって結果的に相殺されてしまう。

米国のように、両手仲介を行う際の事前の告知

義務が定められていれば、売り手も買い手も、仲

介業者から提案された取引が他の仲介業者からの

提案と比較して不利になっていないかどうか確か

め、不利な取引を提案されている場合には仲介を

断ることが出来る。また仲介業者にとっても、売

り手、買い手に不利益とならない、公正な仲介取

引を行うインセンティブが生じる。このとき、両

手仲介を行うか否かの違いによる価格差は生じな

いと考えられる。

研究の目的

以上に挙げた情報の非対称性がもたらす問題を

踏まえれば、①両手仲介が可能であることと、②

両手仲介を行う業者と依頼人（売り手、買い手）

との間の情報の非対称性という、 つの前提が存

在することが、成約価格、ひいては仲介手数料に

違いをもたらすと考えられる。すなわち、両手仲

介を行う際の事前の告知義務が定められている米

国では、片手仲介と両手仲介との間に成約価格、

手数料の差は生じておらず、反対に日本では、片

手仲介と両手仲介との間に成約価格、手数料の差

が生じるのではないか、という作業仮説を立てる

ことができる。

しかしながら、日本の不動産流通市場における

取引参加者の行動を明らかにした定量的な研究は

不足しており、中古住宅流通市場における仲介手

数料設定の実態は依然として明らかではない。

そこで本研究では、まず日本における仲介取引

の実態を定量的に明らかにし、そのうえで、両手

仲介を行っている業者が、他の業者と比較して、

物件を高値・安値のどちらで取引しているのかを

明らかにする。具体的には、両手仲介を行ってい

るのは、一度の取引でより多く稼ぐ必要がある中

小企業なのか、あるいはより多くの物件情報を抱

えることから両手仲介が可能な場面が多い大企業
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なのか、といった点に着目しながら明らかにする。

ではまず米国での両手仲介に関する既往研究

に基づき、両手仲介を行うことが公表された状況

下での仲介取引の実態を整理する。 では仲介業

者を対象としたアンケート調査をもとに、日本に

おける仲介手数料設定の実態を明らかにする。

では仲介手数料を高く設定する企業の特性を、規

模と立地の側面から分析する。 では媒介契約の

種類の違いが仲介手数料に与える影響を検証する。

米国における両手仲介の影響

米国における両手仲介規制の実態

米国では、 年代初頭に各州で両手仲介への

規制が法制化された。その結果、多くの州で、両

手仲介を行う際には依頼人（売り手、買い手）に

伝えることが州法で義務づけられている 。ただし、

義務づけの内容は一律ではなく、 あらゆる種類

の両手仲介が許容される代わりに、両手仲介を行

う際には売り手と買い手の双方に開示する

ことを求める州（ニューヨーク州な

ど）、 同一支店、同一企業内の両手仲介は許容

される代わりに、同一人物による両手仲介は禁止

されるという指定両手仲介

を許容する州（コロラド州、メリーランド

州など）、 両手仲介を禁ずる代わりに、売り手

と買い手のいずれの立場にも立たない取引仲介

を許容する州（フロリダ

州など）がある 。

州法による規制の他にも、全米リアルター協会

： の倫

理綱領 の業務規範

                                                      
州法による義務づけは、これら州法が定める不動産販

売業や不動産仲介業の免許の取消あるいは停止措置に

よって実効性が担保されている。 、

参照。

。倫理綱領は、 の前身

である

が 年に採択したもので、その後何度も修正

が加えられ、ここで挙げた両手仲介に関わる規定は

年以降に追加された項目である。倫理綱領は、法

律以上の責務を規定する場合もあり、倫理綱領と法規が

では、リアルターが売主・買主ある

いは買主・テナントという二者を同時に代理する

ことは、二者に対して告知に基づく合意でもって

完全に情報開示した後に初めて可能になる、と定

められている。また、事前に開示した上で両手仲

介を行う可能性があることを、売主に対し告知す

る義務が業務規範 に、買主に対し告知する義

務が業務規範 に、それぞれ定められている。

業務規範 には、手数料を両手で得る場合の告

知義務が定められている。

両手仲介の影響を検証した先行研究

は、ハワイ州ホノルルを

対象に、両手仲介の売り手・買い手双方への公表

を義務付ける州法制定（ 年）前後の、

から取得した ～

年の 件のの取引データと ～

年の 件の取引データとを比較し、両手仲介

は成約価格を下げる効果があること、そしてその

効果は州法制定後に小さくなった（約 ％→

％）ことを報告している。この研究は、仮に日

本でも両手仲介の事前公表を義務付けた際に、両

手仲介時の成約価格の低下が抑えられる効果が期

待出来ることを示唆している。ただし、この成約

価格の押し下げ効果が統計的に有意かどうかは検

証されていない。

は、テネシー州メンフィ

スを対象に、 ～ 年の間に複数回取引され

た個人向け住宅、 件の のデータをもと

に、 度目の取引では両手仲介による価格変動へ

の影響が見られないのに対し、 度目の取引では

有意性が弱いながらも両手仲介による価格変動へ

の影響が見られることを明らかにしている。

は、ニューヨーク州ロン

グアイランドを対象に、 ～ 年の

件の の取引データをもとに、両手仲介の成約

価格に対する影響が無いことを、成約価格を被説

明変数とした回帰分析により明らかにしている

（表 ）。 らはこの結果を、 両手仲介

                                                                                
矛盾する場合は法規定が優先することが、倫理綱領の前

書きにて宣言されている。
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は、ハワイ州ホノルルを

対象に、両手仲介の売り手・買い手双方への公表

を義務付ける州法制定（ 年）前後の、

から取得した ～

年の 件のの取引データと ～

年の 件の取引データとを比較し、両手仲介

は成約価格を下げる効果があること、そしてその

効果は州法制定後に小さくなった（約 ％→

％）ことを報告している。この研究は、仮に日

本でも両手仲介の事前公表を義務付けた際に、両

手仲介時の成約価格の低下が抑えられる効果が期

待出来ることを示唆している。ただし、この成約

価格の押し下げ効果が統計的に有意かどうかは検

証されていない。

は、テネシー州メンフィ

スを対象に、 ～ 年の間に複数回取引され

た個人向け住宅、 件の のデータをもと

に、 度目の取引では両手仲介による価格変動へ

の影響が見られないのに対し、 度目の取引では

有意性が弱いながらも両手仲介による価格変動へ

の影響が見られることを明らかにしている。

は、ニューヨーク州ロン

グアイランドを対象に、 ～ 年の

件の の取引データをもとに、両手仲介の成約

価格に対する影響が無いことを、成約価格を被説

明変数とした回帰分析により明らかにしている

（表 ）。 らはこの結果を、 両手仲介

                                                                                
矛盾する場合は法規定が優先することが、倫理綱領の前

書きにて宣言されている。

を行う業者が事前に顧客である買い手の選好を読

んだうえで、より高値で売りつける効果と、

売り手に買い手の要求をのませる、あるいは買い

手にのみ確かな情報を与えるなど、交渉過程で両

手仲介を行う業者が売り手より買い手をひいきす

る効果の、 つの効果が合わさって、ネットで見

たときの両手仲介の成約価格に対する効果がゼロ

に見えるだけであると解釈する。

以上のように、米国における両手仲介の影響を

検証した先行研究からは、十分に情報が公開され

た状況下では、両手仲介と片手仲介との成約価格

の差は無くなることが明らかとなっている。

日本における仲介手数料設定の実態

調査の設計

日本には、米国の のような網羅的な物件情

報データベースが存在しない。このため、取引事

例ごとに各企業が設定する仲介手数料率の実態を

直接明らかにすることは極めて困難である。

そこで本研究では、仲介業者単位での調査を行

い、各企業が通常 件あたりどの程度の仲介手数

料を得ているかを、各企業の仲介手数料の総額を、

成約した不動産の価額の総額で除することによっ

て算出する 。こうして得られた手数料率が片手仲

介で得られる上限（ ％＋ 万円）よりも高い場合

には、その企業が両手仲介を行っている可能性が

高いことになる。

                                                      
仲介手数料率の推定式は次の通り。 

仲介手数料率＝
仲介手数料の総額

成約した不動産の価額の総額

調査対象となる仲介業者のリストを作成するに

あたっては、全国の仲介業者を網羅した公開のリ

ストが存在しないため、調査協力を得られる範囲

で複数の仲介業者のリストを入手し、調査対象リ

ストを作成した。第一に、 ネットワー

ク及びリニュアル仲介の関連事業者 社を得た。

第二に、一般社団法人不動産流通経営協会

ホームナビの サイト から会員を検索し、

社を得た。第三に、一般財団法人土地総合研究所

が実施する「不動産業業況調査」調査対象企業（不

動産流通業）、 社を得た。そして第四に、

上に公開されている都道府県宅地建物取引業協会

役員名簿（平成 ・ 年度）から抽出、 社を

得た 。これら企業について、重複の調整等を行

い、最終的に調査対象 社のリストを得た。

調査は、一般財団法人土地総合研究所の自主事

業として実施した。調査方法は、郵送による調査

票配布・回収で、平成 年 月 日～ 月 日

にかけて行われた。有効回答数は 社（有効回

答率 ％）であった。

表 基本統計量

＜売買仲介＞

平均 標準偏差 中央値

成約件数 件

成約総額 億円

件あたり平均

成約額 万円 件

手数料率

＜賃貸仲介＞

平均 標準偏差 中央値

成約件数 件

成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

手数料率

  

                                                      

抽出数は、北海道 、岩手 、宮城 、福島 、

栃木 、埼玉 、千葉 、東京 、神奈川 、新潟

、石川 、愛知 、京都 、大阪 、兵庫 、広

島 、徳島 、福岡 。宮城、埼玉、千葉、東京、愛

知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡の事業者の住所は、

役員名簿記載の氏名または商号（名称）を基に 検索

した。

表 州ロングアイランドにおける両手仲介と片手仲

介の取引状況の比較

両手仲介 片手仲介

平均成約価格 ＄

平均登録価格 ＄

平均成約日数 日

サンプル数

※ より著者作成。約 ％の両手仲介のう

ち、同一代理人 が ％、同一支店の異なる代理

人 が ％、支店は異なるが同一企業に属する

代理人 が ％。
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回答のあった企業の構成を見ると、約 割が営

業年数 年以上、約 割が従業員数 人以下、

割以上が事務所を つしか持たないなど、小規模

な仲介業者が大半を占めている（図 ）。

売買・賃貸仲介手数料の設定の実態

売買仲介、賃貸仲介のそれぞれについて、平成

年の 年間の成約した件数（両手取引は 件と

して計上）、成約した不動産の価額の総額、仲介手

数料の総額を、おおむねの数字で各企業に回答し

てもらった。そして、手数料の総額を成約価額の

総額で除することで仲介手数料率を算出した。

売買仲介の手数料、成約価額の総額を回答した

企業は 社中 社で、 件あたり平均成約額

万円 件、平均手数料率は ％であった。

図 に示すとおり、売買仲介では、 割の企業が

実質的に ％以上の手数料をとっていることが明

らかとなった。

賃貸仲介の手数料、成約価額の総額を回答した

企業は 社中 社で、 件あたり平均成約額

（平均家賃）は約 万円 件、平均手数料率は

％であった。賃貸仲介では家賃の ％が手

図 回答企業の構成 
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※宅建業法8条②五号の事務所のみ。N=247

 

 
図 仲介手数料率の度数分布

図 不動産仲介の手数料設定に対する回答
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回答のあった企業の構成を見ると、約 割が営

業年数 年以上、約 割が従業員数 人以下、

割以上が事務所を つしか持たないなど、小規模

な仲介業者が大半を占めている（図 ）。

売買・賃貸仲介手数料の設定の実態

売買仲介、賃貸仲介のそれぞれについて、平成

年の 年間の成約した件数（両手取引は 件と

して計上）、成約した不動産の価額の総額、仲介手

数料の総額を、おおむねの数字で各企業に回答し

てもらった。そして、手数料の総額を成約価額の

総額で除することで仲介手数料率を算出した。

売買仲介の手数料、成約価額の総額を回答した

企業は 社中 社で、 件あたり平均成約額

万円 件、平均手数料率は ％であった。

図 に示すとおり、売買仲介では、 割の企業が

実質的に ％以上の手数料をとっていることが明

らかとなった。

賃貸仲介の手数料、成約価額の総額を回答した

企業は 社中 社で、 件あたり平均成約額

（平均家賃）は約 万円 件、平均手数料率は

％であった。賃貸仲介では家賃の ％が手

図 回答企業の構成 
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図 仲介手数料率の度数分布

図 不動産仲介の手数料設定に対する回答
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数料の上限とされている にもかかわらず、

％を超える回答が多数であったのは、広

告料など手数料名目以外での仲介料徴収に

よる収益も含めた上で回答しているためで

はないかと考えられる。以降では、今回推

計した賃貸仲介手数料はあくまで参考程度

とみなし、売買仲介に着目して分析を行う。

売買仲介手数料を上限に設定する企

業の割合

成約総額からの推計にとどまらず、売買

仲介手数料率を回答した企業に対し、仲介

手数料を上限基準までとっているかどうか

を直接質問したところ、 割強の企業が上

限の手数料を設定していると回答した（図

）。この結果は、約 割の企業が ％以上

の手数料をとっている、という の結果

とも整合的である。

売買仲介手数料と取引額との関係

売買仲介手数料率と、成約総額を成約件数で除

して算出した 件あたり平均成約額との関係を図

に示す。相関係数は－ 、無相関検定の結果

は 値＝ 、 値＝ であった。売買仲

介手数料率の高い企業は、 件あたり平均成約額

が低い傾向にあるという、弱い相関関係にある。

実質的な売買仲介手数料率を計算すると ％を

下回る企業が出てくるのは、仲介手数料を上限に

設定する企業が全てではないためであると考えら

れる。とりわけ、 件あたり平均成約額の小さい、

小額物件を扱う企業ならば、仲介手数料を上限に

しなければ利益が確保出来ないと思われる。とこ

ろが実際にはそうではなく、小額物件を扱う企業

の中にも、手数料率を低く抑えている企業が存在

していることが明らかとなった。

そこで次章では、売買仲介手数料設定がどのよ

うな要因で決まっているのかを、仲介業者の特性、

具体的には企業の規模と立地に着目してグループ

                                                      
宅地建物取引業法は、賃貸仲介手数料の上限を、家

賃の か月分に相当する金額以内と定めている。 

分けを行い、検証を試みる。

売買仲介手数料設定への企業特性の影響

企業の規模による影響

売買仲介の成約総額および手数料総額を回答し

てもらった企業 社を、従業員数 ～ 人、 人

以上でグループ分けし、成約件数、成約総額、

件あたり成約額の平均、仲介手数料率を算出し、

平均値の差の検定 を行った（表 ）。

売買仲介においては、企業規模の大小による成

約件数、成約額、手数料率の有意な違いはみられ

なかった。

同様に、 で触れた手数料を上限までとって

いるかどうかの直接質問についても、企業の規模

別に比較してみた（図 ）。すると、手数料を上限

までとっていると回答した企業の割合は、企業規

模の大小によって変わらないという結果になった。

以上より、売買仲介においては、企業の規模は

成約を左右する要因とはなっていないことが明ら

かとなった。

                                                      
平均値の差の検定に際しては、事前に等分散性の検

定を行い、有意水準 で等分散の場合は の

検定、不等分散の場合は の 検定を行った。以下

の分析においても同様。

 

図 売買仲介手数料率と 件あたり平均成約額

 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0
20
00

40
00

60
00

80
00

10
00
0

売買仲介手数料率

1件
あ
た
り
平
均
成
約
額
(万
円
)

(N=155)



土地総合研究 2016年冬号154

企業の立地による影響

調査票に住所を回答してもらった企業（ 社

中 社）について、三大都市圏に位置する都道

府県（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、

京都、兵庫）か否かでグループ分けし、成約件数、

成約総額、 件あたり成約額の平均、仲介手数料

率を算出し、平均値の差の検定を行った（表 ）。

売買仲介の 件あたり平均成約額においてのみ

有意な差がみられた。大都市圏では 件あたり平

均成約額は約 万円、その他地域では 件あ

たり平均成約額は約 万円である。一方で、

手数料率には有意な差がみられなかったことから、

立地による差は、地価の差を反映した自明の結果

であると考えられる。一方で、手数料率には平均

値に有意な差がみられなかった。

また、手数料を上限までとっているかどうかの

直接質問でみると、上限までとっていると回答し

表 従業員数規模別でみた成約状況の比較 
従業員数

～ 人

従業員数

人以上

値

平均成約件数 件

平均成約総額 億円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；

 
表 大都市圏とそれ以外での成約状況の比較 

大都市圏 それ以外 値

平均成約件数 件

平均成約総額 億円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；

 
 

図 従業員数規模別でみた上限手数料設定企業の比率

図 大都市圏とそれ以外での上限手数料設定企業の比率の比較
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宅建業法令に基づく上限基

準を適用

独自の基準を設けて適用

目安となる基準はあるが、

実際の報酬額は状況に応じ

て低いものを適用

無回答

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.02455

大都市圏（N=75）

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.7909

95.0%
2.5% 2.5%

宅建業法令に基づく上限基

準を適用

独自の基準を設けて適用

目安となる基準はあるが、

実際の報酬額は状況に応じ

て低いものを適用

無回答

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.02455

それ以外（N=80）
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企業の立地による影響

調査票に住所を回答してもらった企業（ 社

中 社）について、三大都市圏に位置する都道

府県（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、

京都、兵庫）か否かでグループ分けし、成約件数、

成約総額、 件あたり成約額の平均、仲介手数料

率を算出し、平均値の差の検定を行った（表 ）。

売買仲介の 件あたり平均成約額においてのみ

有意な差がみられた。大都市圏では 件あたり平

均成約額は約 万円、その他地域では 件あ

たり平均成約額は約 万円である。一方で、

手数料率には有意な差がみられなかったことから、

立地による差は、地価の差を反映した自明の結果

であると考えられる。一方で、手数料率には平均

値に有意な差がみられなかった。

また、手数料を上限までとっているかどうかの

直接質問でみると、上限までとっていると回答し

表 従業員数規模別でみた成約状況の比較 
従業員数

～ 人

従業員数

人以上

値

平均成約件数 件

平均成約総額 億円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；

 
表 大都市圏とそれ以外での成約状況の比較 

大都市圏 それ以外 値

平均成約件数 件

平均成約総額 億円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；

 
 

図 従業員数規模別でみた上限手数料設定企業の比率

図 大都市圏とそれ以外での上限手数料設定企業の比率の比較

 

88.8%1.1%
5.6% 4.5%

宅建業法令

に基づく上限

基準を適用

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.7909

従業員数1～5人
（N=89）

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.7909

89.4%3.0%
6.1% 1.5%

宅建業法令に基づく上限基

準を適用

独自の基準を設けて適用

目安となる基準はあるが、

実際の報酬額は状況に応じ

て低いものを適用

無回答

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.7909

従業員数6人以上
（N=66）

82.7%

4.0%

9.3%
4.0%

宅建業法令に基づく上限基

準を適用

独自の基準を設けて適用

目安となる基準はあるが、

実際の報酬額は状況に応じ

て低いものを適用

無回答

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.02455

大都市圏（N=75）

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.7909

95.0%
2.5% 2.5%

宅建業法令に基づく上限基

準を適用

独自の基準を設けて適用

目安となる基準はあるが、

実際の報酬額は状況に応じ

て低いものを適用

無回答

Fisher's Exact Test：
p-value = 0.02455

それ以外（N=80）

た企業の割合は、大都市圏よりも地方圏において

有意に高いという結果になった（図 ）。これは、

大都市圏では、上限に満たない手数料率での取引

がより多く行われている一方で、両手仲介もまた

より多く行われている可能性を示唆するものであ

ると考えられる。

参考 賃貸仲介手数料設定への企業特性の影響

参考までに、賃貸仲介についても、従業員数

～ 人、 人以上でグループ分けし、成約件数、成

約総額、 件あたり成約額の平均、仲介手数料率

を算出し、平均値の差の検定を行った（表 ）。

その結果、企業規模が小さいほど成約件数、成

約額が少なく、 件あたり平均成約額は、企業規

模が小さいほど高い、有意な傾向がみられた。賃

貸仲介においては、より大きい企業ほど少ない成

約額でも成約を多くとることで稼ぎ、反対に小さ

い企業は少ない成約件数でより大きく稼いでいる

ことが分かった。

同様に、三大都市圏に位置する都道府県か否か

でグループ分けし、成約件数、成約総額、 件あ

たり成約額の平均、仲介手数料率を算出し、平均

値の差の検定を行った（表 ）。その結果、いずれ

も有意な差が見られなかった。

媒介契約の種類の違いによる影響

不動産業者に仲介を依頼する際に取り交わされ

る媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、

専属専任媒介契約の、 種類の契約形態がある。

一般媒介契約では依頼者が他の不動産会社に重ね

て媒介を依頼することが出来るのに対し、専任媒

介契約では重ねて媒介を依頼することは出来ない。

また、専任媒介契約では依頼者自ら見つけた相手

方と売買することが出来るのに対し、専属専任媒

介契約では依頼者自ら見つけた相手方と売買する

ことは出来ない。こうした関係にあることから、

一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約

へと進むにつれ、依頼した仲介業者に対するロッ

クイン効果が作用し、より仲介業者に有利な仲介

手数料率が設定される傾向にあるという仮説が立

てられる。

売買仲介の成約総額および手数料総額を回答し

てもらった企業 社に対し、売買仲介業務にお

ける一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介

契約の、成約件数ベースでのウェイトを回答して

もらった。その上で、ウェイトが ％以上か ％

未満かで グループに分け、成約件数、成約総額、

件あたり成約額の平均、仲介手数料率を算出し、

平均値の差の検定を行った。先に示した仮説に従

えば、一般媒介契約のウェイトが高い企業ほど手

数料率が低く設定され、反対に専任媒介契約、専

属専任媒介契約ウェイトが高い企業ほど手数料率

が高く設定されるのではないかと考えられる。

結果を表 に示す。一般媒介契約、専任媒介契

約、専属専任媒介契約のいずれについても有意な

差は見られなかった。ただし、平均手数料率で見

ると、一般媒介契約ウェイトが ％以上の場合に

は ％であるのに対し、その他のサンプル群に

おける平均手数料率は ％と高くなっている。

今回の調査では、媒介契約の成約件数ベースでの

ウェイトを大雑把に質問していることに加えて、

取引事例単位ではなく企業単位での調査であるこ

とから、分析結果はあくまで参考程度とみなすべ

きと考えられる。

表 従業員数規模別でみた成約状況の比較 賃貸  
従業員数

～ 人

従業員数

人以上

値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；

表 大都市圏とそれ以外での成約状況の比較 賃貸  
大都市圏 それ以外 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；  
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結論と今後の課題

今回の調査では、両手仲介に関する規制が導入

されている（情報完備の）米国のみならず、情報

不完備で両手仲介による物件囲い込みがより容易

な日本においても、両手か否かによる成約価格、

手数料の差は生じないという結果になった。また、

企業の規模も立地も、仲介手数料率を決定する要

因とはなっていなかった。

今回の調査結果ではサンプルが少ないため検証

出来ないが、物件囲い込みは、 回の取引からよ

り多く稼ぐ必要性に迫られている地方企業あるい

は中小企業よりも、物件を多く抱える大企業でな

ければ、実質的に出来ないのではないかと考えら

れる。

自由民主党の中古住宅市場活性化小委員会 等

                                                      
「中古住宅市場活性化に向けた提言－『中古市場に

流通革命を』－」自由民主党政務調査会、住宅土地・都

市政策調査会、中古住宅市場活性化小委員会。平成

年 月 日。

において提案されている、専門性を有する第三者

による建物検査（インスペクション）の実施など

の情報開示は、物件情報の非対称性の緩和に寄与

する。また、米国の に類する不動産総合デー

タベースの消費者への提供や物件情報の登録義務

付けの徹底は、市場全体の取引状況についての情

報の非対称性の緩和に寄与する。本研究の結論か

らは、こうした取り組みによる成果は、おそらく

不動産価格や手数料率などに目に見える形では現

れないだろうと予想される。

本研究の結論からは直接示唆されないものの、

物件囲い込みに対しては、不動産仲介市場全体の

改革による情報の非対称性の緩和とともに、一部

の公正さを欠いた取引への取り締まりによって対

処することが考えられる。

今回の調査では検証出来なかったものとして、

第一に、仲介業務に占める買い手仲介、売り手仲

介の比率が挙げられる。買い手のみを顧客とする

仲介業者は、そもそも両手仲介を持ち出すことが

出来ないことから、必然的に手数料は上限（ ％＋

万円）付近となると考えられる。第二に、両手

仲介のメリットの一つである成約までの日数の短

縮効果である。今回の調査では、仲介取引にかか

る時間について調べられなかったため、この効果

を検証出来なかった。第三に、今回の調査は取引

事例単位ではなく企業単位での調査となっている

ことから、媒介契約（一般媒介、専属媒介、専属

専任媒介）の違いが仲介取引に与える影響を直接

検証出来ていないだけでなく、広さや設備などの

物件の特性が与える影響についても検証出来てい

ない。これらはいずれも今後の課題となる。

謝辞 今回の調査に快くご回答頂いた企業の皆様、な

らびに仲介業者リストの作成にご協力頂いた関係者の

皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

＜参考文献＞

 Kolbe, P. (2005) “Homeowners’ 

of the Same Agent”, Journal of Real Estate 

表 各種媒介契約ウェイト ％以上の企業と

それ以外での成約状況の比較

＜一般媒介契約＞ 
％以上 ％未満 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

＜専任媒介契約＞ 
％以上 ％未満 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

＜専属専任媒介契約＞ 
％以上 ％未満 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；
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結論と今後の課題

今回の調査では、両手仲介に関する規制が導入

されている（情報完備の）米国のみならず、情報

不完備で両手仲介による物件囲い込みがより容易

な日本においても、両手か否かによる成約価格、

手数料の差は生じないという結果になった。また、

企業の規模も立地も、仲介手数料率を決定する要

因とはなっていなかった。

今回の調査結果ではサンプルが少ないため検証

出来ないが、物件囲い込みは、 回の取引からよ

り多く稼ぐ必要性に迫られている地方企業あるい

は中小企業よりも、物件を多く抱える大企業でな

ければ、実質的に出来ないのではないかと考えら

れる。

自由民主党の中古住宅市場活性化小委員会 等

                                                      
「中古住宅市場活性化に向けた提言－『中古市場に

流通革命を』－」自由民主党政務調査会、住宅土地・都

市政策調査会、中古住宅市場活性化小委員会。平成

年 月 日。

において提案されている、専門性を有する第三者

による建物検査（インスペクション）の実施など

の情報開示は、物件情報の非対称性の緩和に寄与

する。また、米国の に類する不動産総合デー

タベースの消費者への提供や物件情報の登録義務

付けの徹底は、市場全体の取引状況についての情

報の非対称性の緩和に寄与する。本研究の結論か

らは、こうした取り組みによる成果は、おそらく

不動産価格や手数料率などに目に見える形では現

れないだろうと予想される。

本研究の結論からは直接示唆されないものの、

物件囲い込みに対しては、不動産仲介市場全体の

改革による情報の非対称性の緩和とともに、一部

の公正さを欠いた取引への取り締まりによって対

処することが考えられる。

今回の調査では検証出来なかったものとして、

第一に、仲介業務に占める買い手仲介、売り手仲

介の比率が挙げられる。買い手のみを顧客とする

仲介業者は、そもそも両手仲介を持ち出すことが

出来ないことから、必然的に手数料は上限（ ％＋

万円）付近となると考えられる。第二に、両手

仲介のメリットの一つである成約までの日数の短

縮効果である。今回の調査では、仲介取引にかか

る時間について調べられなかったため、この効果

を検証出来なかった。第三に、今回の調査は取引

事例単位ではなく企業単位での調査となっている

ことから、媒介契約（一般媒介、専属媒介、専属

専任媒介）の違いが仲介取引に与える影響を直接

検証出来ていないだけでなく、広さや設備などの

物件の特性が与える影響についても検証出来てい

ない。これらはいずれも今後の課題となる。

謝辞 今回の調査に快くご回答頂いた企業の皆様、な

らびに仲介業者リストの作成にご協力頂いた関係者の

皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

＜参考文献＞

 Kolbe, P. (2005) “Homeowners’ 

of the Same Agent”, Journal of Real Estate 

表 各種媒介契約ウェイト ％以上の企業と

それ以外での成約状況の比較

＜一般媒介契約＞ 
％以上 ％未満 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

＜専任媒介契約＞ 
％以上 ％未満 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

＜専属専任媒介契約＞ 
％以上 ％未満 値

平均成約件数 件

平均成約総額 万円

件あたり平均

成約額 万円 件

平均手数料率

； 、 ；

 

 
Liu, C. H. (2007) “The Impact of Dual Agency”, 

 
“Is Dual Agency in Real Estate a Cause for 

Concern?”, Journal of Real Estate Finance and 

 Olazabal, A. (2003) “Redefining realtor 

”

 高橋孝明 「不完全な不動産情報がもたらす

資源配分の非効率性－経済学の見地から」都市住

宅学

 中川雅之 「中古住宅流通活性化と住宅市場

の将来ビジョン」季報住宅金融

 山崎福寿 「中古住宅市場の機能と建築コス

ト」住宅土地経済

しらかわ けいいち
一財 土地総合研究所 研究員

おおこし としゆき
一財 土地総合研究所 主任研究員



土地総合研究 2016年冬号158

（参考）単純集計結果

．貴社の概要

－ ．営業年数

■ 宅地建物取引業を開業して何年になりますか。以下

の該当項目に○をつけてください。

度数 ％

① 年未満

② ～ 年未満

③ ～ 年未満

④ ～ 年未満

⑤ 年以上

計

－ ．企業の規模

■ 貴社の従業員数はどのくらいですか。以下の該当項

目に○をつけてください。

度数 ％

① 人

② ～ 人

③ ～ 人

④ ～ 人

⑤ ～ 人

⑥ ～ 人

⑦ 人以上

計

－ ．事務所の状況

■ 貴社の事務所の数はどのくらいですか。以下の該当

項目に○をつけてください。

（注）宅建業法 条②五号の事務所を対象にお答え下さ

い。

度数 ％

①

② ～

③ ～

④ ～

⑤ 以上

計

．業務

－ ．貴社の主な業務

■ 宅地建物取引業以外も含めて貴社の主な業務は何

ですか。以下の該当項目に○をつけてください（複数選

択可）。

度数 ％

① 不動産販売

② 不動産売買の仲介

③ 不動産賃貸の仲介

④ 不動産賃貸

⑤ マンション管理

⑥ 不動産の賃貸管理（サブリ

ース方式を含む）

⑦ 不動産鑑定

⑧ 不動産コンサルタント

⑨ 建築設計

⑩ 税理士業務

⑪ 公認会計士業務

⑫ その他

うち保険業

うちリフォーム業

＜⑫その他の内容（保険業、リフォーム業を除く）＞

建築業（建設業）、造園業、不動産売買仲介の 本部、

小物・雑貨販売（たばこ店）、駐車場、ホテル業（ウィ

ークリーマンション）、瑕疵点検

－ ．不動産売買の仲介や不動産賃貸の仲介（以下、不

動産仲介と言う。）の占めるウエイト

■ 貴社の全業務の中で、売買仲介および賃貸仲介のウ

エイトはそれぞれどのくらいですか（収益ベース）。以

下の該当項目に○をつけてください。

【売買仲介】

度数 ％

① ほぼ ％

② ／ 以上

③ ／ 以上 ／ 未満

④ ／ 以上 ／ 未満

⑤ ／ 未満

⑥ ほぼ ％

無回答

計

【賃貸仲介】

度数 ％

① ほぼ ％

② ／ 以上

③ ／ 以上 ／ 未満

④ ／ 以上 ／ 未満

⑤ ／ 未満

⑥ ほぼ ％

無回答

計
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（参考）単純集計結果

．貴社の概要

－ ．営業年数

■ 宅地建物取引業を開業して何年になりますか。以下

の該当項目に○をつけてください。

度数 ％

① 年未満

② ～ 年未満

③ ～ 年未満

④ ～ 年未満

⑤ 年以上

計

－ ．企業の規模

■ 貴社の従業員数はどのくらいですか。以下の該当項

目に○をつけてください。

度数 ％

① 人

② ～ 人

③ ～ 人

④ ～ 人

⑤ ～ 人

⑥ ～ 人

⑦ 人以上

計

－ ．事務所の状況

■ 貴社の事務所の数はどのくらいですか。以下の該当

項目に○をつけてください。

（注）宅建業法 条②五号の事務所を対象にお答え下さ

い。

度数 ％

①

② ～

③ ～

④ ～

⑤ 以上

計

．業務

－ ．貴社の主な業務

■ 宅地建物取引業以外も含めて貴社の主な業務は何

ですか。以下の該当項目に○をつけてください（複数選

択可）。

度数 ％

① 不動産販売

② 不動産売買の仲介

③ 不動産賃貸の仲介

④ 不動産賃貸

⑤ マンション管理

⑥ 不動産の賃貸管理（サブリ

ース方式を含む）

⑦ 不動産鑑定

⑧ 不動産コンサルタント

⑨ 建築設計

⑩ 税理士業務

⑪ 公認会計士業務

⑫ その他

うち保険業

うちリフォーム業

＜⑫その他の内容（保険業、リフォーム業を除く）＞

建築業（建設業）、造園業、不動産売買仲介の 本部、

小物・雑貨販売（たばこ店）、駐車場、ホテル業（ウィ

ークリーマンション）、瑕疵点検

－ ．不動産売買の仲介や不動産賃貸の仲介（以下、不

動産仲介と言う。）の占めるウエイト

■ 貴社の全業務の中で、売買仲介および賃貸仲介のウ

エイトはそれぞれどのくらいですか（収益ベース）。以

下の該当項目に○をつけてください。

【売買仲介】

度数 ％

① ほぼ ％

② ／ 以上

③ ／ 以上 ／ 未満

④ ／ 以上 ／ 未満

⑤ ／ 未満

⑥ ほぼ ％

無回答

計

【賃貸仲介】

度数 ％

① ほぼ ％

② ／ 以上

③ ／ 以上 ／ 未満

④ ／ 以上 ／ 未満

⑤ ／ 未満

⑥ ほぼ ％

無回答

計

■ また、不動産売買の仲介業務の中で、一般媒介契約、

専任媒介契約、専属専任媒介契約のウエイトはそれぞれ

どのくらいですか（成約件数ベース）。以下の該当項目

に○をつけてください。

【一般】

度数 ％

① ほぼ１００％

② ３／４以上

③ １／２以上３／４未満

④ １／４以上１／２未満

⑤ １／４未満

⑥ ほぼ０％

無回答

計

【専任】

度数 ％

① ほぼ１００％

② ３／４以上

③ １／２以上３／４未満

④ １／４以上１／２未満

⑤ １／４未満

⑥ ほぼ０％

無回答

計

【専属専任】

度数 ％

① ほぼ１００％

② ３／４以上

③ １／２以上３／４未満

④ １／４以上１／２未満

⑤ １／４未満

⑥ ほぼ０％

無回答

計

－ ．重要事項説明について

■ 重要事項説明のために必要な調査、その他仲介業務

にあたって必要な調査について、どの項目に最も時間的

コストがかかりますか。以下の該当項目に○をつけてく

ださい。（複数選択可）

度数 ％

① 登記内容

② 法令制限の内容

③ 飲用水、電気、ガスの供

給・排水施設の整備状況

④ 区分所有建物の権利、管

理、使用に関する事項

⑤ その他の重要事項説明項

目に係る調査

⑥ 以上の重要事項説明項目

以外に係る調査

注）「境界確認」等の回答については、①登記内容にリ

ナンバリングした。

注）⑤として、「代金・借賃等以外に授受される金銭の

額および授受の目的、契約の解除、損害賠償額の予定

または違約金、瑕疵担保責任」等がある。

＜①～⑤以外の回答内容＞

周辺状況の調査、建物インスペクション、耐震診断、フ

ラット瑕疵保険適合検査、事故の有無の調査、農地転

用・開発許可に関する調査

 
－ ．不動産仲介に当たって、合わせて実施する業務の

内容

■ 不動産仲介にあわせて行っている業務にはどのよ

うなものがありますか。以下の該当項目に○をつけてく

ださい（複数選択可）。

度数 ％

① 資金の調達、収支計画などの

不動産コンサルタント業務

② 税務処理

③ 会計処理

④ 不動産の鑑定

⑤ 不動産の品質の検査

⑥ 買い替え物件の相談や仲介

⑦ 改築・リフォーム

⑧ 仲介した物件の管理

⑨ その他

うち保険業

－ ．成約の状況

■ 平成２６年の１年間の仲介業務の実績について、以

下にご記入下さい（おおむねの数字で結構です）。

（注）両手取引は 件として計上して下さい。

① 成約した件数

【売買仲介】

度数 ％
無回答

を除く％

～ 件

～ 件

～ 件

～ 件

～ 件

～ 件

件～

無回答

計
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【賃貸仲介】

度数 ％
無回答

を除く％

～ 件

～ 件

～ 件

～ 件

～ 件

～ 件

件～

無回答

計

② 成約した不動産の価額の総額

【売買仲介】

度数 ％
無回答

を除く％

～ 億円

～ 億円

～ 億円

～ 億円

～ 億円

億円超

無回答

計

【賃貸仲介 月額賃料の合計額 】

度数 ％
無回答

を除く％

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

万円超

無回答

計

③ 仲介手数料の総額

【売買仲介】

度数 ％
無回答

を除く％

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 億円

億円超

無回答

計

【賃貸仲介】

度数 ％
無回答

を除く％

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

万円超

無回答

計

－ ．仲介業務の手数料額

■ 不動産仲介の実際の手数料の額はどうなっていま

すか。以下の該当項目に○をつけてください。

度数 ％

① 宅建業法令に基づく上限

基準を適用している

② 独自の基準を設けて適用

している

③ 目安となる基準はあるが、

実際の報酬額は状況に応じ

て低いものを適用している

無回答

計

－ ．中古住宅の仲介に当たっての依頼者の意向

■ 中古住宅の流通促進が社会的課題となって来てい

ますが、中古住宅の仲介に当たって、中古住宅の売り主

や買い主からどのようなことが求められるようになっ

て来ていると感じますか。以下の該当項目に○をつけて

ください（複数選択可）。

度数 ％

① 報酬額の引き下げ

② 売買の相手方候補の多く

の情報

③ 成約物件の成約価格実績

に関する情報

④ 仲介物件の品質面での技

術的評価

⑤ 仲介物件（マンション）の

管理状況、入居後のルール等

の詳しい説明

⑥ 仲介物件の不具合の保証

⑦ 査定価格の妥当性の説明

⑧ 売買の相手方を探索する

日数の短縮

⑨ （依頼者の出身地など）遠

方にある物件の仲介

⑩ その他


